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電力抑制後の自社及び
保有ビル・協会の節電状況

東京建物株式会社

碓氷 辰男
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＜出典：資源エネルギー庁｢夏期最大電力使用日の需要構造推計(東京電力管内)｣（平成23年5月）＞
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＜出典：資源エネルギー庁｢夏期最大電力使用日の需要構造推計(東京電力管内)｣（平成23年5月）＞

※学校の需要については、
全体に積上げる際には夏休
み期間の需要を用いた他、
平日の需要構造も別途推計。

※送電ロスを含まない
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１．オフィスビル等の室内温度についての対応１．オフィスビル等の室内温度についての対応

制度面の対応制度面の対応

・今次の節電対策として、各企業がオフィスビル等の室温設定を見直す場合あっては、まず、

室温を２８℃とする室温を２８℃とすることについて、改めて強く推奨し、各需要家の取組の徹底を図るとこを

基本とする。

２．オフィスビル等の照度についての対応２．オフィスビル等の照度についての対応

３．オフィスビル等の換気についての対応３．オフィスビル等の換気についての対応

・オフィスビル等の照度については、幅を持って認められているJISJISの照度基準値の下限値の照度基準値の下限値

を経済産業省において明確化、周知することにより、需要家の適切な照度利用を促す。

また、官公庁においても民間と同様の対応を図る。

・オフィスビル等の換気については、建築物衛生法及び労働安全衛生法上の室内CO2CO2濃度濃度

基準を周知基準を周知することで、過度な換気による過大な電力消費及び冷房効率低下の抑制を

促す。

・なお、需要家の自主的な行動として室温を２９℃に引き上げる室温を２９℃に引き上げることも考えられることであり、

その場合には、熱中症の発症の危険性や心身への負荷が高まらないように、十分な工

夫を行い、適切な換気や扇風機の使用等により風通しを良くするなど室内環境への配

慮の徹底、作業強度の適切な管理などが行われるよう、需要家に十分に周知を図る。

＜出典：資源エネルギー庁資料より抜粋＞
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電気事業法２７条の使用制限の内容電気事業法２７条の使用制限の内容

＜出典：資源エネルギー庁ＨＰ資料より抜粋＞
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１．テナントビルのオーナーに対し、テナントの電気の使用状況の把握と１．テナントビルのオーナーに対し、テナントの電気の使用状況の把握と
テナントへの情報提供に努めることを求めるテナントへの情報提供に努めることを求める

テナントビルに係る措置についてテナントビルに係る措置について

テナントビルにおいては、電気事業者と直接需給契約を締結しているオーナーに対して、使用制限がかかる。
なお、オーナーが電気の使用をコントロールできる部分(ビルの共有部)以外の使用削減が十分図られなかった

ことにより使用制限に違反した場合には、一般的には故意は認められないと解しうる。

２．テナントに対し、上記情報を活用しつつ、電気の使用抑制に努める２．テナントに対し、上記情報を活用しつつ、電気の使用抑制に努める
ことを求めることを求める

【【省令及び運用省令及び運用】】

３．テナントビルにおける入居率の増加を踏まえた緩和措置３．テナントビルにおける入居率の増加を踏まえた緩和措置
テナントビルにおいて、基準期間のテナントの入居率が低かったが、その後入居率が増加した場合に、低い入居
率を前提とした｢使用できる電力の上限｣の設定は実態にそぐわないことから、告示第5条第1項10号の緩和措

置として、以下を講じる。

４．テナントが制限緩和対象設備である場合の扱い４．テナントが制限緩和対象設備である場合の扱い

以下の算定式で求められる数値が0.2以下である場合には、｢通知書に記載されている使用出来る電力の上
限｣に（算定式で求められる数値＋1）を乗じて得た値と契約電力に0.85を乗じて得た値のいずれか小さい方

を上限とする。

（制限緩和申請時点のテナント入居面積－基準期間末日のテナント入居面積）／（総床面積）

基本的には制限緩和措置の適用はないが、ビルオーナーと同一視できる場合に限り例外的に制限を緩和、但
し使用制限の対象者であるビルオーナーが制限緩和申請をすることが前提。
同一視とは、制限緩和の対象設備を有するテナントが当該ビルの総面積を賃借している場合（但し告示緩和
措置あり）

＜出典：資源エネルギー庁資料より抜粋＞
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２７条による罰則について２７条による罰則について

＜出典：資源エネルギー庁ＨＰ資料より抜粋＞
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小口需要家の節電行動計画フォーマット小口需要家の節電行動計画フォーマット 【【オフィスビルの例オフィスビルの例】】

＜出典：資源エネルギー庁資料より抜粋＞
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DECCDECCの建物の電力消費実態の建物の電力消費実態

＜出典：DECCに基づく業容建築物の夏季節電方策に関わる緊急提言資料より＞
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DECCDECCに基づく業容建築物のに基づく業容建築物の

夏季節電方策に関わる緊急提言夏季節電方策に関わる緊急提言
提言 1．節電対策前の実情の把握のお奨め

提言 2．運用等に伴う節電の基本を知ることが大切

提言 3．夏季電力ピークを迎える前に節電対策を試行されることのお奨め

提言 4. 照明設備の節電が取り組みやすく、かつ効果的

①照度設定の見直し

②照明器具の間引き

③使用しない部屋の消灯

④タスクライト(局所照明)の活用

⑤効率化照明器具(Hf 型蛍光灯/LED 等)への変更

提言 5．零号設備の節電が重要

提言 6．事務機器等の節電が重要

提言 7．冷蔵設備等も重要な節電対象

提言 8．その他の設備の節電（提言１～７の実施で不十分な場合）

提言 9．電力低消費機器等の導入

◆節電方策実施後(After)の状態の推定
照明や空調、冷蔵設備など、節電効果の大きなもの
についての試算例（基準はいずれもBeforで示した値）

＜出典：DECCに基づく業容建築物の夏季節電方策に関わる緊急提言資料より＞
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日本日本ビルヂングビルヂング協会連合会の緊急行動計画の数値目標協会連合会の緊急行動計画の数値目標

＜出典：（社）日本ビルヂング協会連合会の資料より＞

※共用部におけるビル事業者の取組みによる削減率、

および専用部におけるテナントの取組みによる削

減率は修正前と同じであり、社会全体の取組みに

よる削減率が縮小するものと想定。

なお、削減率の内訳については、現時点で一定の

シュミレーションをもとにしたイメージであり、今後の

積上げ作業の結果、変更することがある。

※ビル全体に占める使用電力の共用部・

専用部ごとの内訳は、ビルの規模、設

備の構成、テナントの業種・活動量に

より異なる。

（ ） 内はビル全体に占める削減率
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１．照明の節電対策１．照明の節電対策
・Hf（高周波点灯形照明器具）やLEDへの転換
・共用部のみならず専用部を含めた照明の間引き
・装飾用照明の消灯

２．照明以外の節電対策２．照明以外の節電対策
・空調設定温度の緩和や共用部空調の一部停止
・エレベータ・エスカレータの運転台数制限の徹底
・ジェットタオル、電気湯沸かし器、暖房便座の停止
・空調・換気運転の削減、駐車場循環ファンの停止
・共用部自動販売機の原則停止
・窓への遮光フィルムの貼付

３．テナントへの節電対策の要請３．テナントへの節電対策の要請
・個別空調の適切な温度設定や一部停止
・クールビズの更なる軽装化
・ブラインド・カーテンの活用
・こまめな消灯や待機電力の削減、節水
・OA機器の省エネ対応の徹底

緊急行動計画の対策メニュー例緊急行動計画の対策メニュー例

＜出典：（社）日本ビルヂング協会連合会の資料より＞
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１．照明設備に関する対策１．照明設備に関する対策

節電のための緊急行動計画で節電のための緊急行動計画で
報告のあった具体的方策報告のあった具体的方策

２．熱源・空調・換気設備に関する対策２．熱源・空調・換気設備に関する対策

 EVホール、玄関ホール、廊下、駐車場など共有部での、照明器具の間引き
や照度調節による減灯（減灯率は５０％が多い）

 トイレ、給湯室、階段室、倉庫、機械室など、常時点灯から使用時のみ点灯
に変更（あるいは人感センサー設置）

 専用部の不要な照明器具の間引き（間引き率は３０％が多い）や照度調整
による減灯（７５０ルクスから３００～４００ルクスへの調整が多い）

 省エネ型照明器具への変更（Hf化・LED化）

 空調設定温度を２８℃に調整（調整前は25～27℃までさまざま）
 共用部空調機の停止、温度緩和、間欠運転
 外気導入の制限によるCO2濃度の調整（900ppmへの調整など）
 駐車場、機械室、倉庫などの換気運転の抑制
 蓄熱システム（深夜電力利用）やコジュネレーションのさらなる利用
 電気式熱源機の運転を抑制し、併用しているガス式の運転比率を上げる

＜出典：（社）日本ビルヂング協会連合会の資料より＞
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３．その他の対策３．その他の対策

節電のための緊急行動計画で節電のための緊急行動計画で
報告のあった具体的方策報告のあった具体的方策

４．テナントに協力を要請する対策４．テナントに協力を要請する対策

 エレベーター運転台数の制限（停止率は２０～５０％までさまざま）
 代行手段がある場合のエスカレーター停止
 ハンドドライヤー、暖房便座、手洗い温水、電気式給湯器の停止

【【協力要請方法協力要請方法】】
 テナント協議会をとおしての協力要請
 依頼状の配布
 ポスター
 ステッカー
 省エネ啓発リーフレット（連合会中小ビル経営者研究会作成）
 メッセージ入りうちわ など
【【対策の内容対策の内容】】
 居室内でのこまめな消灯・減灯
 テナント個別空調の運転抑制等
 ＯＡ機器のこまめなオン・オフ等
 窓のブラインド・カーテンの活用 など

＜出典：（社）日本ビルヂング協会連合会の資料より＞



15

Ｊ社Ｊ社

会員企業によるテナントとの協働の取組事例会員企業によるテナントとの協働の取組事例

テナントと節電に関する覚書を締結
（冷房設定温度２８℃、パソコンの省電力モード活用など）

覚書どおり実施した場合、優遇策を実施
（太陽光発電の一部を無償供与、ビル壁面の電光掲示板を無料で広告として貸与）

Ｙ社Ｙ社
節電した電気料金相当額をテナントに還元
・共用部の電気料の削減分（昨年同月比）を契約面積で按分して還元
・室内設定温度を高くした場合、計算によりセントラル空調にかかわる節電相当分を還元

ＭＴ社ＭＴ社
待機電力の把握および削減、節電対策の効果検証のため、テナント室内における電灯・コン
セント・空調にかかわる使用電力について、インターネットを利用した「見える化」を実験中

ＭＢ社ＭＢ社
テナントが、自社の電気使用量（時間・エリア・用途別）をＷＥＢ上で一目で把握できるシステ
ム開発

＜出典：（社）日本ビルヂング協会連合会の資料より＞
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保有ビルの節電状況調査票保有ビルの節電状況調査票

変電室給排気FAN
停止
専用部空調機一部
停止の緊急要請

ＥＬＶ1台

テナント４階・6階大
部屋個別空調機の
1台停止

EV運転台数調整、
ESC運転停止、共用
部照明消灯強化・テ
ナント様に対する空
調機の一部運転停
止の緊急要請

①ＥＬＶ４台・駐車場
排気ファン２台
②電気室ＰＡＣ及び
給排気ファン
③熱源停止

ＥＬＶ４台・駐車場排
気ファン２台
電気室ＰＡＣ及び給
排気ファン

ターボ冷凍機1台の
停止

Ｂ２～５階までの外
調機の間欠運転実
施
氷解氷ポンプ１台の
停止

緊急節電メニュー
２

（国より緊急節電依
頼があった場合）

緊急節電メニュー
１

（使用限界値の９
５％を超えるとき）

ｴﾝﾄﾗﾝ
ｽ照明
間引

廊下
照明
間引

ELV
ﾎｰﾙ
照明
間引

便所
照明
間引

駐車
場照
明間
引

自販
機

照明
間引

共用
部

空調
停止

共用
部
空調
温度
緩和
(29℃)

ELV
機械
室

温度
(32℃)

電気
室
PAC
運転、
換気
停止

駐車
場

ﾌｧﾝ停
止

ｳｫｼｭ
ﾚｯﾄ

便座・
温水
OFF

ｴｱﾀｵ
ﾙ

停止

トイレ
電気
温水
器停
止

給湯
室
電気
温水
器停
止

ELV
運転
台数
間引

ESC
運転
停止

A
ビ
ル

449 kW － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ △ － ○ ○ ○ △ × －

B
ビ
ル

547 kW
509kW

⇒対象外
433kW

⇒対象外
433 kW ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ － △ ○ ○ ○ ○ ○ × －

C
ビ
ル

583 kW
583kW

⇒対象外
496kW

⇒対象外
496 kW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ －

D
ビ
ル

466 kW － － 350 kW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ △ △

E
ビ
ル

2,484 kW 2,484 kW 2,112 kW 2,112 kW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

F
ビ
ル

3,078 kW 3,078 kW 2,617 kW ― ○ ○ ○ × － ○ × ○ × × － ○ × × × × ×

G
ビ
ル

444 kW － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － △ －

ビ
ル
名
称

７～9月 共用部通常節電メニュー

使用
限界値
kW

変更
契約電
力
kW

エ
リ
ア

●
●
エ
リ
ア

契約電
力
kW

指定値
kW
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テナントの要望事項他テナントの要望事項他

１．データの開示１．データの開示
・毎月のデータ開示、前年比データ開示

２．照明に関する要望２．照明に関する要望
・照度と測定、照明削減効果の説明、照度と安全性の説明、ビル側でのLED照明の購入
を検討、管球保管箱の支給、照明取り外し後の不具合があれば再度取り付けの要望等

３．空調に関する要望３．空調に関する要望
・温度計の設置、効率的な運転方法の説明、窓の開放、窓へのフィルム貼付、ブラインド
の他ロールスクリーンの設置要望、28℃の定義（室温か設定温度か室のどの場所か
等々）、空調の強制操作等々

４．テナント側の消極的反応として４．テナント側の消極的反応として
・応接室等の接客室の照明は削減の限度あり、業務性格上（詳細な書類対応等）照明の
間引きに限度あり、共用部の夜間照明の照度と防犯上の懸念、店舗の場合場所により
限度あり、人員割合やPC台数が多い部屋の温度調整の懸念、給湯器は接客上必要、
シャワートイレの要望等々

５．テナント側での対応内容５．テナント側での対応内容
・サマータイム実施、日中は全消灯、空調間引き運転（天井カセットヒートポンプパッケー
ジ型）、PCモニター2分でOFF、退社時にPCコンセントを外す、木金休日土日出勤、テナ
ントとして30%削減の会社あり等々
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XXビルの節電効果（最大電力）ビルの節電効果（最大電力）

平成22年度平均デマンド：1,585kw
（7/5-8の4日間）

平成23年度平均デマンド：1,295kw
（7/4-7の4日間）

対前年比電力量

約２０～２４％低減
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昨年の使用最大電力×８５%（使用限界値）
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制限値

YYビルの節電効果（最大電力）ビルの節電効果（最大電力）

平成22年度平均デマンド：8,624kw
（7/5-8の4日間）

平成23年度平均デマンド：6,608kw
（7/4-7の4日間）

対前年比電力量

約２０～２６％低減

昨年の使用最大電力×８５%（使用限界値）
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テナントの皆様へのお願い

■空調設定温度２８℃

（不在時等のこまめな空調停止）

■照明の間引き＜１／３ ～ １／２ を目標＞

（取外し作業は、当ビル管理室にご依頼下さい）

■昼休み等の消灯推進、不用時のこまめな消灯

■ブラインドの利用：室内の空調熱負荷低減

（営業時間終了後の遮蔽＜早朝からの熱負荷遮断＞等）

■パソコンの不要時、離席時の電源オフ

■パソコン、ＯＡ機器（コピー機、ＦＡＸ等）の省エネモード設定

■冷蔵庫・給茶器の台数減、冷蔵庫設定温度「弱」

■可能な場合は、サーバーの休日電源オフ

■室内における待機電力の削減

■クールビズの強化（軽装化期間の前倒し等）

共用部における節電対策

■ト イ レ 便座の暖房機能オフ、洗浄水「温」設定オフ

■給 湯 室 電気温水器の停止

■照 明 可能な範囲で間引き、消灯

■空 調 ２８℃ ～ ２９℃設定（場所により停止）

■駐 車 場 排気ファンの停止、照明の一部消灯

■エレベーター １台停止（通勤時間帯等は除く）

問い合わせ先：△△△ビル 電話：××-×××-×××

テナント対応テナント対応 節電対策節電対策
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テナント対応テナント対応 節電対策（具体ビル例）節電対策（具体ビル例）
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本社・保有ビルの毎日の電力使用状況開示本社・保有ビルの毎日の電力使用状況開示
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緊急節電による改善及び今後のオフィス緊急節電による改善及び今後のオフィス

・ 計画停電回避計画停電回避・・・快適性・知的生産性を一時下げても緊急節電の実施

（CO2削減に逆行する場合もあり）

↓

・ オフィスのあり方オフィスのあり方・・・オフィスで働く人たちの快適性・知的生産性の向上

を図る中で経済効率を考慮しつつ環境効率を高め

ていく。

・今夏以降の供給対策今夏以降の供給対策・・・火力発電の増設・ガスタービン緊急電源導入・

自家用発電機の活用・蓄電池の設置等々、中

長期的には自然再生エネルギーの普及拡大
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１．エネルギーの見える化による無駄の削減・効率的な運用１．エネルギーの見える化による無駄の削減・効率的な運用

・エネルギー使用機器類の運転の適正化による効率的な運用

・外気導入量の見直し等による効率的な運用

・事務機器類の省電力への対応

・使用していない室の機器類のOFF等、無駄な電気の使用の無駄削減

・基本料金の見直し

・オフィスの電気容量の考え方・見直し

２．効率的な機器類への改修・更新２．効率的な機器類への改修・更新

３．変革する照明照度のあり方３．変革する照明照度のあり方（節電の大きな役割及び意識改革のポイント）（節電の大きな役割及び意識改革のポイント）

・LED導入の普及拡大

・高効率空調の更新

・再生エネルギーへの対応

・明るさの考え方

■緊急節電による意識変革及び改善■緊急節電による意識変革及び改善

緊急節電による改善及び今後のオフィス緊急節電による改善及び今後のオフィス


